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【
凡
例
】

一
　
本
訳
注
は
、
王
畿
『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
巻
十
三
（
序
類
）
の
訳
注
で
あ
る
。

二
　
底
本
は
万
暦
十
六
年
蕭
良
幹
刊
『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
二
十
巻
（
四
庫
全
書
存
目
叢
書
所
収
）
を
用
い
る
。
校
勘
に
は
、
万
暦
四
十
七
年
丁
賓
刊
『
龍
谿
王

先
生
全
集
』
二
十
二
巻
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
を
用
い
、
注
記
の
際
は
「
重
刊
丁
賓
本
」
の
略
称
を
用
い
た
。

三
　
本
稿
の
構
成
は
【
原
文
】【
校
勘
】【
訓
読
訳
】【
現
代
語
訳
】【
語
釈
】
の
順
に
構
成
さ
れ
る
。
な
お
、必
要
が
あ
っ
て
補
説
や
資
料
を
加
え
る
際
に
は
、【
語

釈
】
の
あ
と
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
。

四
　
原
文
に
は
、
語
釈
に
対
応
す
る
番
号
を
右
傍
に
附
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
文
意
や
理
解
を
助
け
る
た
め
に
訳
者
が
補
っ
た
言
葉
は
（
　
）
で
示
し
た
。

①歴
代
史
纂
左
編
序

【
原
文
】

　
古
今
論
治
者
、
唐
虞
而
下
、
曰
夏
曰
商
曰
周
、
三
代
而
下
、
曰
漢
曰
唐
曰
宋
。
二
者
純
駁
雖
殊
、
均
為
膺
②歴

数
之
傳
、
主
持
世
教
。
而
③天

時
・

『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
巻
十
三
訳
注
（
四
）

二
松
学
舎
大
学
宋
明
資
料
輪
読
会
王
龍
溪
班

田
中
正
樹
・
山
路
裕
・
佐
々
木
正
清
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人
紀
・
方
域
之
故
、
咸
頼
焉
。
④治

必
有
法
、
如
方
圓
之
於
規
矩
、
平
直
之
於
準
繩
、
斷
斷
乎
不
可
以
無
者
也
。
何
也
、
時
有
古
今
、
而
治
乗
之
、

治
有
因
革
、
而
法
紀
之
、
道
則
貫
乎
治
・
法
、
⑤變

通
以
趨
乎
時
者
也
。
夏
・
商
・
周
之
法
備
於
六
経
、
漢
・
唐
・
宋
之
法
備
於
諸
史
。
六
経
尚

矣
、
自
漢
而
下
、
紀
載
浩
穣
、
茫
無
端
緒
、
所
謂
汗
牛
塞
棟
、
雖
強
有
力
者
、
不
能
徧
其
説
而
殫
其
義
、
學
者
病
焉
。
　

　
吾
友
荊
川
子
乃
取
歴
代
諸
史
、
纂
其
有
關
於
治
者
、
分
為
若
干
類
、
間
次
錯
陳
、
略
加
櫽
括
、
比
事
以
聯
、
務
從
簡
約
、
曰
君
曰
将
・
相
・
名
・

謀
、
言
乎
總
與
輔
也
、
曰
妃
后
・
外
戚
・
儲
・
宗
・
官
・
倖
・
奸
・
簒
・
莽
・
亂
・
方
鎮
・
夷
狄
、
言
乎
支
也
。
師
儒
講
明
⑥治

典
、
所
係
尤
重
、

⑦纂
諸
儒
傳
、
而
経
生
・
訓
詁
・
文
詞
・
筆
札
次
之
、
言
乎
儒
之
餘
也
。
⑧隠

逸
所
以
風
世
、
⑨方

技
所
以
備
物
、
纂
隠
逸
傳
・
方
技
傳
、
言
乎
以
無

用
為
用
、
⑩至

賾
而
不
可
惡
也
。
二
氏
與
儒
者
之
學
、
所
爭
毫
髮
而
迭
為
盛
衰
。
老
子
・
沙
門
之
紀
、
蓋
基
之
矣
、
不
可
以
異
端
廢
也
。
故
其
尤

有
關
於
治
者
、
蒐
羅
綴
輯
、
聯
以
屬
之
、
不
以
為
贅
。
其
有
一
行
一
節
之
奇
、
足
以
為
勸
、
亦
録
而
存
之
、
不
以
為
瑣
。
　

　
監
版
舊
有
『
⑪紀

事
本
末
』。
蓋
纂
『
資
治
通
鑑
』
而
成
者
、
皆
以
事
繋
人
、
且
止
於
漢
・
唐
、
而
未
及
宋
・
元
。
是
編
則
盡
取
全
史
、
旁
及

諸
家
百
代
・
稗
官
野
乗
、
有
斷
有
續
、
界
抹
點
竄
、
類
以
相
附
、
皆
以
事
繋
人
。
噫
、
可
謂
全
矣
。
経
二
十
餘
禩
、
凡
七
易
稿
而
始
成
編
。
初

名
『
史
大
紀
』、
更
名
『
史
纂
左
編
』。
上
下
二
千
餘
年
、
世
運
之
興
衰
、
人
才
之
淑
慝
、
民
命
之
休
戚
、
地
形
之
險
易
・
利
害
、
不
煩
探
索
、

歴
歴
如
⑫指

諸
掌
。
其
用
心
、
亦
良
苦
哉
。
　

　
嗟
呼
、
⑬書

契
之
不
能
還
於
結
繩
、
書
契
又
繁
、
而
不
能
還
於
簡
也
、
時
之
趨
也
。
荊
川
子
是
編
、
蓋
求
其
簡
而
不
可
得
、
而
意
則
遠
矣
。
其

第
六
稿
、
好
事
者
嘗
欲
以
數
千
金
購
、
而
弗
與
。
荊
川
子
特
挈
以
授
予
洎
⑭念

菴
子
、
各
蔵
其
半
、
以
見
平
生
交
誼
、
且
識
苦
心
。
手
墨
宛
然
、

何
可
忘
也
。
第
七
稿
則
荊
川
子
所
家
蔵
、
⑮今

督
撫
梅
林
公
購
梓
以
傳
於
世
者
也
。
　

　
⑯予

與
荊
川
子
久
處
山
中
、
是
編
毎
從
商
訂
、
得
⑰其

筆
削
去
取
之
故
、
間
亦
有
一
得
之
助
焉
。
故
⑱毎

類
詮
繋
数
語
、
發
以
見
例
、
用
存
揚
榷
。

而
⑲王

子
世
新
・
左
子
升
甫
博
雅
好
古
、
荊
川
子
⑳入

室
同
志
友
也
。
梅
林
公
開
館
延
致
、
委
以
校
讎
之
役
。
編
中
間
有
訛
舛
與
披
竄
未
竟
而
文
不
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相
屬
者
、
二
子
悉
従
釐
正
、
始
復
為
完
史
云
。
世
之
有
志
於
治
者
、
得
是
編
而
考
鏡
焉
、
真
如
規
矩
準
繩
之
在
手
、
而
方
圓
平
直
有
不
可
以
勝

用
者
矣
。
㉑若

夫
神
而
明
之
、
以
幾
於
道
、
由
史
而
經
、
進
於
三
代
之
治
、
則
存
乎
人
焉
、
此
固
荊
川
子
意
也
。

　【
校
勘
】　

　
本
序
文
は
、
原
序
が
唐
順
之
撰
『
歴
代
史
纂
左
編
』（
以
下
『
左
編
』）
に
も
「
歴
代
史
纂
左
編
凡
例
并
引
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
参
考
に
資
す
る
た
め
に
、
原
序
と
の
異
同
も
示
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。
　

・
均
為
膺
歴
数
之
傳
　
原
序
は
「
均
」
の
下
に
「
之
」
字
あ
り
。
　

・
何
也
　
原
序
は
こ
の
二
字
な
し
。
　

・
間
次
錯
陳
　
原
序
は
こ
の
下
に
「
披
抹
點
竄
」
の
四
字
あ
り
。
な
お
「
披
抹
點
竄
」
の
四
字
は
、
本
序
文
で
は
「
界
抹
點
竄
」
に
作
っ
て

後
文
に
あ
り
。
　

・
略
加
櫽
括
、
比
事
以
聯
　
原
序
は
こ
の
二
句
の
順
序
を
転
倒
す
る
。
　

・
務
從
簡
約
　
原
序
は
こ
の
四
字
な
し
。
　

・
奸
簒
　
底
本
お
よ
び
原
序
は
、「
簒
」
を
「
纂
」
に
作
る
。
重
刊
丁
賓
本
に
従
っ
て
改
め
る
。
　

・
師
儒
講
明
治
典
　
原
序
は
「
師
儒
」
の
下
に
「
継
承
道
脈
」
の
四
字
あ
り
。
　

・
訓
詁
　
原
序
は
「
訓
古
」
に
作
る
。
　

・
所
爭
毫
髮
而
迭
為
盛
衰
　
重
刊
丁
賓
本
は
「
而
」
字
な
し
。
　

・
不
可
以
異
端
廢
也
　
原
序
は
「
異
端
」
の
下
に
「
而
」
字
あ
り
。
　



−54−

・
故
其
尤
有
　
原
序
は
「
故
」
の
下
に
「
纂
二
氏
傳
終
焉
其
無
關
於
治
者
盡
削
弗
録
不
以
爲
寡
」
あ
り
。
　

・
聯
以
屬
之
　
原
序
は
「
類
以
屬
之
」
に
作
る
。
　

・
不
以
為
瑣
　
原
序
は
こ
の
下
に
「
噫
可
謂
備
矣
」
の
五
字
あ
り
。
こ
の
五
字
は
本
序
文
で
は
後
文
に
あ
り
。
　

・
監
版
舊
有
〜
盡
取
全
史
　
原
序
に
な
し
。
　

・
百
代
　
原
序
は
「
百
氏
」
に
作
る
。
　

・
野
乗
　
原
序
は
「
野
史
」
に
作
る
。
　

・
有
斷
有
續
〜
以
事
繫
人
　
原
序
に
な
し
。「
界
抹
點
竄
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
前
出
。
　

・
不
煩
探
索
、
歴
歴
如
指
諸
掌
　
原
序
は
こ
の
二
句
の
順
序
を
転
倒
す
る
。
　

・
平
生
　
原
序
は
「
生
平
」
に
作
る
。
　

・
傳
於
世
者
也
　
原
序
は
「
者
」
字
な
し
。
　

・
一
得
之
助
　
原
序
は
「
折
衷
之
助
」
に
作
る
。
ま
た
こ
の
下
に
「
承
督
府
之
委
」
の
五
字
あ
り
。
　

・
故
毎
類
　
原
序
は
「
故
」
字
な
し
。
　

・
而
王
子
世
新
　
原
序
は
「
而
」
字
な
し
。
　

・
梅
林
公
　
原
序
は
「
督
府
」
に
作
る
。
　

・
委
以
校
讎
之
役
　
原
序
は
「
委
」
を
「
屬
」
に
作
る
。
　

・
文
不
相
屬
　
原
序
は
「
辭
不
相
比
」
に
作
る
。
　

・
而
方
圓
　
原
序
は
「
而
」
字
な
し
。
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【
訓
読
文
】　

　
古
今
の 
治
を
論
ず
る
者
、
唐
虞
よ
り
し
て
下
は
、
夏
と
曰
ひ
商
と
曰
ひ
周
と
曰
ひ
、
三
代
よ
り
し
て
下
は
、
漢
と
曰
ひ
唐
と
曰
ひ
宋
と
曰
ふ
。

二
者
の
純
駁 
殊
な
る
と
雖
も
、
均
し
く
歴
数
の
傳
を
膺
け
、
世
教
を
主
持
す
と
為
す
。
而
し
て
天
時
・
人
紀
・
方
域
の
故こ

と

は
、
咸み

な
焉こ

れ
に

頼
る
。
治
に
必
ず
法
有
る
は
、
方
圓
の 

規
矩
に
於
け
る
、
平
直
の 

準
繩
に
於
け
る
が
如
く
、
斷
斷
乎
と
し
て
以
て
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。

何
と
な
れ
ば
、
時
に
は
古
今
有
り
て
、
治
は
之
れ
に
乗
じ
、
治
に
は
因
革
有
り
て
、
法
は
之
れ
を
紀
し
、
道
は
則
ち
治
・
法
に
貫
か
る
る
も
、

變
通
し
て
以
て
時
に
趨
く
者
な
れ
ば
な
り
。
夏
・
商
・
周
の
法
は
六
経
に
備
は
り
、
漢
・
唐
・
宋
の
法
は
諸
史
に
備
は
る
。
六
経
は
尚ひ

さ

し
き
に
、

漢
よ
り
し
て
下
は
、
紀
載 

浩
穣
た
り
て
、
茫
と
し
て
端
緒
無
き
は
、
所
謂
ゆ
る
汗
牛
塞
棟
に
し
て
、
強
く
力
有
る
者
と
雖
も
、
其
の
説
に
徧

く
し
て
其
の
義
を
殫つ

く
す
能
は
ず
し
て
、
學
者 

焉
れ
を
病
む
。
　

　
吾
が
友 

荊
川
子
は
乃
ち
歴
代
の
諸
史
を
取
り
、
其
の 

治
に
關
は
り
有
る
者
を
纂
し
、
分
か
ち
て
若
干
類
と
為
し
、
間ま

ま
錯
陳
を
次
し
、
略ほ

ぼ
櫽
括
を
加
へ
、
事
を
比
べ
て
以
て
聯
ね
、
務
め
て
簡
約
に
從
ひ
、
君
と
曰
ひ
將
・
相
・
名
・
謀
と
曰
ふ
は
、
總
と
輔
と
を
言
ひ
、
妃
后
・
外

戚
・
儲
・
宗
・
宦
・
倖
・
奸
・
簒
・
莽
・
亂
・
方
鎮
・
夷
狄
と
曰
ふ
は
、
支
を
言
ふ
な
り
。
師
儒
は
治
典
を
講
明
し
、
係
る
所
尤
も
重
け
れ
ば
、

諸
儒
傳
を
纂
し
て
、
経
生
・
訓
詁
・
文
詞
・
筆
札 

之
れ
に
次
ぐ
は
、
儒
の
餘
を
言
ふ
な
り
。
隠
逸
は
世
を
風
す
る
所
以
、
方
技
は
物
を
備
ふ

る
所
以
に
し
て
、
隠
逸
傳
・
方
技
傳
を
纂
す
る
は
、
無
用
を
以
て
用
と
為
し
、
至
賾
に
し
て
惡
む
可
か
ら
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。
二
氏
と
儒
者
と

の
學
は
、
爭
ふ
所 

毫
髮
に
し
て
迭
ひ
に
盛
衰
を
為
す
。
老
子
・
沙
門
の
紀
は
、
蓋
し
之
れ
に
基
づ
け
ば
、
異
端
を
以
て
廢
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

故
に
其
の
尤
も
治
に
關
は
る
者
有
れ
ば
、
蒐
羅
綴
輯
し
、
聯
ね
て
以
て
之
れ
を
屬
す
る
も
、
以
て
贅
と
為
さ
ず
。
其
の 

一
行
一
節
の
奇
有
り
て
、

以
て
勸
と
為
す
に
足
る
も
の
は
、
亦
た
録
し
て
之
れ
を
存
す
る
も
、
以
て
瑣
と
為
さ
ず
。
　

　
監
版 

舊も

と
『
紀
事
本
末
』
有
り
。
蓋
し
『
資
治
通
鑑
』
を
纂
し
て
成
る
者
に
し
て
、
皆
な
事
を
以
て
人
に
繋
く
る
も
、
且
つ
漢
・
唐
に
止
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ま
り
て
、
未
だ
宋
・
元
に
及
ば
ず
。
是
の
編
は
則
ち
盡
く
全
史
に
取
り
、
旁
ら
諸
家
百
代
・
稗
官
野
乗
に
及
べ
ば
、
斷
有
り
續
有
り
て
、
界
も

て
抹
し
點
も
て
竄
し
、
類 

以
て
相
ひ
附
し
、
皆
な
事
を
以
て
人
に
繋
く
。
噫
、
全
し
と
謂
ふ
可
し
。
二
十
餘
禩
を
経
て
、
凡す

べ

て
七
た
び
稿
を

易
へ
て
始
め
て
編
を
成
す
。
初
め
は
『
史
大
紀
』
と
名
づ
け
、
更

あ
ら
た

め
て
『
史
纂
左
編
』
と
名
づ
く
。
上
下
二
千
餘
年
、
世
運
の
興
衰
、
人
才

の
淑
慝
、
民
命
の
休
戚
、
地
形
の
險
易
・
利
害
、
探
索
に
煩
な
ら
ず
、
歴
歴
と
し
て
諸
れ
を
掌
に
指
す
が
如
し
。
其
の 

心
を
用
ふ
る
こ
と
、

亦
た
良

ま
こ
と

に
苦
な
る
か
な
。
　

　
嗟あ

呼あ

、
書
契
の 

結
繩
に
還
る
能
は
ず
、
書
契 

又
た
繁
に
し
て
、
簡
に
還
る
能
は
ざ
る
や
、
時
の
趨
な
り
。
荊
川
子
の
是
の
編
は
、
蓋
し
其

の
簡
を
求
め
て
得う

可
か
ら
ざ
る
も
、
而
も
意
は
則
ち
遠
し
。
其
の
第
六
稿
は
、
好
事
者 

嘗
て
数
千
金
を
以
て
購

あ
が
な

は
ん
と
欲
す
る
も
、
而
も
與

さ
ず
。
荊
川
子 

特
に
挈
し
て
以
て
予
と
念
菴
子
と
に
授
け
、
各
お
の
其
の
半
ば
を
蔵
し
、
以
て
平
生
の
交
誼
を
見
、
且
つ
苦
心
を
識し

る
。
手

墨 

宛
然
た
れ
ば
、
何
ぞ
忘
る
可
け
ん
や
。
第
七
稿
は
則
ち
荊
川
子
の 

家
蔵
す
る
所
に
し
て
、
今
の
督
撫
梅
林
公 

梓
を
購
ひ
て
以
て
世
に
傳
ふ

る
者
な
り
。
　

　
予
と
荊
川
子
と
久
し
く
山
中
に
處
り
、
是
の
編 

商
訂
に
従
ひ
、
其
の
筆
削
去
取
の
故ゆ

ゑ

を
得
る
毎ご

と

に
、
間
ま
亦
た
一
得
の
助
有
り
。
故
に
類 

毎
に
数
語
を
詮
繋
し
、
發
し
て
以
て
例
を
見
は
し
、
用
て
揚
榷
を
存
す
。
而
し
て
王
子
世
新
・
左
子
升
甫 

博
雅
に
し
て
古
を
好
み
、
荊
川
子

の 

室
に
入
り
志
を
同
じ
く
す
る
友
な
り
。
梅
林
公 

館
を
開
き
て
延
致
し
、
委
ぬ
る
に
校
讎
の
役
を
以
て
す
。
編
中
に
間
ま
訛
舛
と
披
竄
の
未

だ
竟を

は
ら
ず
し
て
文 

相
ひ
屬つ

づ

か
ざ
る
と
の
者
有
れ
ば
、
二
子 

悉
く
釐
正
に
従
ひ
て
、
始
め
て
復
た
完
史
と
為
す
と
云
ふ
。
世
の 

治
に
志
有
る

者
、
是
の
編
を
得
て
考
鏡
す
れ
ば
、
真
に
規
矩
準
繩
の 

手
に
在
り
て
、
方
圓
平
直
の
以
て
勝
げ
て
用
ふ
可
か
ら
ざ
る
者
有
る
が
如
し
。
夫
の

神
に
し
て
之
れ
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
道
に
幾
く
、
史
よ
り
し
て
経
、
三
代
の
治
に
進
む
が
若
き
は
、
則
ち
人
に
存
す
、
此
れ
固
に
荊
川
子

の
意
な
り
。
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【
現
代
語
訳
】　

　
昔
も
今
も
、
統
治
の
こ
と
を
論
じ
る
者
は
、
唐
虞
（
堯
舜
）
の
時
代
以
降
で
は
、
夏
と
曰
い
商
と
曰
い
周
と
曰
い
、
三
代
以
降
で
は
、
漢
と

曰
い
唐
と
曰
い
宋
と
曰
う
。
こ
の
両
者
は
か
た
や
純
真
、
か
た
や
雑
駁
で
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
ど
ち
ら
も
天
命
を
受
け
た
継
承
を
し
、
堯

舜
以
来
の
道
を
と
り
ま
も
っ
て
き
た
。
そ
し
て
天
道
・
人
の
綱
紀
・
方
域
の
こ
と
は
、
す
べ
て
そ
れ
に
依
拠
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
統
治
に
必

ず
規
範
が
あ
る
の
は
、
方
円
を
描
く
際
に
は
規
矩
を
用
い
、
水
平
垂
直
を
形
づ
く
る
際
に
は
準
縄
を
用
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
断
然
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
時
代
に
は
昔
と
今
と
の
違
い
が
あ
っ
て
、
統
治
は
こ
れ
に
乗
じ
、
治
に
は
沿

革
が
あ
っ
て
、
規
範
に
よ
っ
て
こ
れ
を
秩
序
だ
て
る
の
で
あ
り
、
道
は
治
・
法
に
貫
か
れ
て
は
い
る
が
、
変
化
し
て
時
勢
に
趨
く
べ
き
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
夏
・
商
・
周
の
規
範
は
六
経
に
備
わ
り
、
漢
・
唐
・
宋
の
規
範
は
諸
史
に
備
わ
っ
て
い
る
。
六
経
は
古
え
よ
り
（
定
ま
っ
て
）

伝
わ
っ
て
い
る
が
、
漢
以
降
で
は
、
文
献
が
あ
ま
り
に
も
多
く
、
膨
大
で
端
緒
が
な
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
汗
牛
塞
棟
で
あ
り
、
力
量
が
優
れ
て

い
る
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
説
に
あ
ま
ね
く
通
じ
て
そ
の
義
を
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
学
ぶ
者
は
こ
の
こ
と
を
病
ん
で
い
る
。
　

　
わ
た
し
の
友
人
で
あ
る
唐
荊
川
は
、
歴
代
の
諸
史
を
取
り
、
統
治
に
関
係
が
あ
る
も
の
を
編
纂
し
て
い
く
つ
か
に
分
類
し
、
と
き
に
は
乱
れ

た
も
の
を
順
序
立
て
、
全
て
に
わ
た
り
修
正
を
加
え
、
事
柄
を
並
べ
て
連
接
さ
せ
、
務
め
て
簡
約
に
従
い
、（
構
成
と
し
て
）
君
主
と
曰
い
、
将
帥
・

宰
相
・
名
臣
・
参
謀
と
曰
う
の
は
、
総
帥
と
輔
佐
す
る
も
の
と
を
言
う
の
で
あ
り
、
妃
后
・
外
戚
・
儲
君
・
宗
室
・
宦
官
・
佞
倖
・
奸
臣
・
簒

臣
・
草
莽
・
反
乱
・
方
鎮
・
夷
狄
と
曰
う
の
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
言
う
の
で
あ
る
。
儒
者
は
治
典
を
講
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
の

関
係
が
と
り
わ
け
深
い
の
で
諸
儒
伝
を
編
纂
し
、
経
生
・
訓
詁
・
文
詞
・
筆
札
と
い
う
分
類
が
こ
れ
に
次
ぐ
の
は
、
儒
に
附
随
す
る
も
の
を
言

っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
隠
逸
は
世
の
中
を
教
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
方
技
は
で
き
ご
と
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
隠
逸

伝
と
方
技
伝
と
を
編
纂
す
る
の
は
、（
隠
者
は
一
見
）
役
に
立
た
な
い
と
い
う
あ
り
方
に
よ
っ
て
役
に
立
ち
、（
方
技
は
）
系
統
立
っ
て
は
い
な
い
が
、
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軽
ん
ず
べ
き
で
な
い
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
二
氏
（
道
家
と
仏
教
）
と
儒
者
と
の
学
問
は
、
争
う
と
こ
ろ
は
わ
ず
か
な
違
い
で
あ
り
な
が

ら
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
い
る
。（
こ
の
編
に
）
老
子
・
沙
門
を
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
実
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
異
端
と
い
う
理
由
で
排

斥
す
べ
き
で
は
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
の
内
、
と
り
わ
け
政
治
に
関
係
が
あ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
集
め
並
べ
た
上
で
編
輯
し
、
こ
れ
を
後
ろ
に

連
接
し
て
続
け
た
と
し
て
も
、
餘
計
な
も
の
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
内
で
す
こ
し
で
も
節
操
品
行
の
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
訓
戒
と
す
る

に
足
る
も
の
は
、
こ
れ
を
ま
た
収
録
し
て
お
い
た
と
し
て
も
、
煩
瑣
と
は
し
な
い
。
　

　
監
版
に
は
も
と
よ
り
『
紀
事
本
末
』
が
あ
る
。
お
も
う
に
こ
の
書
は
『
資
治
通
鑑
』
を
再
編
し
て
成
り
、
す
べ
て
出
来
事
を
人
物
に
関
連
さ

せ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
上
、
漢
・
唐
で
止
ま
っ
て
い
て
、
宋
・
元
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
。（
唐
荊
川
の
）
こ
の
編
は
歴
代
の
正
史
を
す

べ
て
取
り
つ
つ
、
他
方
で
は
歴
代
の
諸
学
派
の
記
録
・
小
説
・
野
史
に
ま
で
及
ん
だ
た
め
、
内
容
的
に
断
続
が
あ
る
の
で
、
線
で
消
し
た
り
、

点
を
つ
け
て
修
正
し
て
は
、
分
類
し
て
ま
と
め
、
す
べ
て
出
来
事
を
人
物
に
関
連
さ
せ
て
い
る
。
あ
あ
、
完
備
し
た
も
の
と
謂
う
べ
き
だ
な
あ
。

二
十
餘
年
を
へ
て
、
合
計
七
度
も
原
稿
を
改
め
て
、
始
め
て
編
を
完
成
さ
せ
た
。
当
初
は
『
史
大
紀
』
と
名
づ
け
た
が
、
改
め
て
『
史
纂
左
編
』

と
名
づ
け
た
。
上
下
二
千
餘
年
の
、
世
運
の
興
衰
、
人
才
の
善
悪
、
人
民
の
喜
憂
、
地
形
の
険
し
さ
と
な
だ
ら
か
さ
、
有
利
不
利
は
、（
本
編

に
よ
っ
て
）
容
易
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
、
は
っ
き
り
と
手
の
ひ
ら
に
指
し
示
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
荊
川
の
心
く
ば
り
は
、
な
ん
と
行
き
届
い

て
い
る
こ
と
か
。
　

　
あ
あ
、
文
字
を
使
う
時
代
と
な
っ
て
は
、
縄
を
結
ん
で
い
た
時
代
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ず
、
文
字
が
さ
ら
に
繁
雑
と
な
る
と
簡
約
に
戻
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
は
、
時
代
の
趨
勢
で
あ
る
。
荊
川
さ
ん
の
こ
の
編
は
、
お
も
う
に
そ
の
簡
約
さ
を
求
め
て
叶
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
し
か
し

そ
の
意
図
は
遠
大
と
い
え
る
。
そ
の
第
六
稿
は
、
好
事
家
が
か
つ
て
数
千
金
で
購
入
し
よ
う
と
し
た
が
、（
荊
川
さ
ん
は
）
許
さ
な
か
っ
た
。
荊

川
さ
ん
は
、
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て
き
て
、
わ
た
し
と
（
羅
）
念
庵
さ
ん
と
に
授
け
て
く
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
半
分
を
持
っ
て
お
く
こ
と
と
し
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
日
頃
の
交
誼
を
見
て
取
り
、
か
つ
苦
心
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
原
稿
の
）
墨
跡
は
生
々
し
く
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
第
七
稿
は
荊
川
さ
ん
が
家
蔵
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
の
督
撫
で
あ
る
梅
林
公
が
版
木
を
購
入
（
刻
字
）
し
て
、
世
に
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　

　
わ
た
し
と
荊
川
さ
ん
と
が
久
し
く
隠
居
し
て
い
た
と
き
、
こ
の
編
に
つ
い
て
は
議
論
し
た
上
で
訂
正
す
る
方
針
を
と
る
こ
と
に
し
た
が
、
な

に
を
書
き
な
に
を
書
か
な
い
か
の
理
由
を
得
る
た
び
に
、
と
き
に
な
に
か
し
ら
得
る
一
助
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
分
類
ご
と
に
数
語
を
な
ら
べ
て

繋
け
、（
意
図
を
）
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
凡
例
を
示
し
、
そ
し
て
概
要
を
書
き
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
さ
て
王
世
新
・
左
升
甫
は

学
識
豊
か
で
古
を
好
み
、
荊
川
さ
ん
の
、
室
に
入
っ
た
志
を
同
じ
く
す
る
友
人
で
あ
る
。
梅
林
公
は
館
を
開
い
て
（
二
人
を
）
招
き
、
校
讎
の

仕
事
を
任
せ
た
。
編
中
に
ま
ま
間
違
い
と
、
修
正
が
ま
だ
終
わ
ら
ず
文
意
が
続
か
な
い
も
の
と
が
あ
れ
ば
、
二
人
は
す
べ
て
訂
正
し
て
、
や
っ

と
ま
た
完
史
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
世
の
統
治
に
志
あ
る
者
が
、
こ
の
編
を
得
て
鏡
と
す
る
な
ら
ば
、（
そ
れ
は
）
あ
た
か
も
規
矩
準
縄

を
手
に
持
っ
て
お
け
ば
、
方
円
平
直
を
自
由
に
生
み
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
玄
妙
な
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
に
近
づ

き
、
史
書
か
ら
経
書
へ
、（
そ
し
て
さ
ら
に
）
三
代
の
統
治
に
進
む
こ
と
は
、
そ
の
人
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
本
来
荊
川
さ
ん

が
意
図
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　【
語
釈
】　

①
歴
代
史
纂
左
編
…
唐
順
之
撰
。
唐
順
之
に
つ
い
て
は
前
稿
訳
注
の
注
⑮
に
既
出
。
一
四
二
巻
。
嘉
靖
四
十
（
一
五
六
一
）
年
刊
。
巻
初
に
唐

順
之
に
よ
る
自
序
、
次
い
で
王
畿
に
よ
る
序
文
お
よ
び
凡
例
（「
歴
代
史
纂
左
編
凡
例
并
引
」）
を
附
し
、
目
録
を
は
さ
ん
だ
巻
末
に
は
胡
松
（
一

五
〇
三
〜
一
五
六
六
）
に
よ
る
「
後
序
」
を
附
す
。
該
書
は
次
の
二
十
五
類
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
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君
・
相
・
名
臣
・
謀
臣
・
將
・
后
・
公
主
・
戚
・
儲
・
宗
・
宦
・
幸
・
奸
・
簒
・
亂
・
莽
・
鎭
・
夷
・
儒
・
隠
逸
・
獨
行
・
烈
婦
・
方
技
・

釋
・
道
　

　
王
畿
の
本
序
文
は
、唐
順
之
に
よ
る
自
序
を
承
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、唐
の
自
序
を
【
参
考
資
料
】
①
と
し
て
後
掲
し
た
。
な
お
、『
歴

代
史
纂
左
編
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
に
は
、
唐
順
之
は
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
た
。
　

②
歴
数
…
天
命
を
承
け
て
君
主
と
な
る
め
ぐ
り
あ
わ
せ
の
こ
と
。『
尚
書
』
大
禹
謨
篇
に
「
予
懋
乃
德
、
嘉
乃
丕
績
、
天
之
歷
數
在
汝
躬
、
汝

終
陟
元
后
。
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、
允
執
厥
中
」
と
あ
り
、
孔
伝
は
「
歷
數
謂
天
道
」
と
注
し
、
こ
れ
を
承
け
て
疏
は
「『
歷

數
』
謂
天
歷
運
之
數
。
帝
王
易
姓
而
興
、
故
言
『
歷
數
謂
天
道
』」
と
敷
衍
し
て
い
る
。
ま
た
『
論
語
』
堯
曰
篇
「
咨
、
爾
舜
。
天
之
曆
數

在
爾
躬
。
允
執
其
中
。
四
海
困
窮
、
天
禄
永
終
」、
朱
注
「『
曆
數
』、
帝
王
相
繼
之
次
第
、
猶
時
歳
氣
節
之
先
後
也
」。
　

③
治
必
有
法
、
如
方
圓
之
於
規
矩
、
平
直
之
於
準
繩
…
統
治
と
規
範
と
の
関
係
を
、
方
円
と
コ
ン
パ
ス
・
定
規
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、『
孟
子
』
離
婁
下
篇
に
「
孟
子
曰
、『
離
婁
之
明
、
公
輸
子
之
巧
、
以
規
矩
、
不
能
成
方
員
。
師
曠
之
聰
、
不
以
六
律
、
不
能

正
五
音
。
堯
舜
之
道
、
不
以
仁
政
、
不
能
平
治
天
下
』」
と
あ
る
。
　

④
天
時
・
人
紀
・
方
域
…
「
天
時
」
は
天
道
の
こ
と
。『
周
易
』
乾
卦
・
文
言
伝
に
「
夫
大
人
者
、
與
天
地
合
其
德
、
與
日
月
合
其
明
、
與
四

時
合
其
序
、
與
鬼
神
合
其
吉
凶
。
先
天
而
天
弗
違
、
後
天
而
奉
天
時
。
天
且
弗
違
、
而
況
於
人
乎
。
況
於
鬼
神
乎
」
と
あ
る
。「
人
紀
」
は

人
の
綱
紀
の
こ
と
。『
尚
書
』
伊
訓
に
「
嗚
呼
。
先
王
肇
修
人
紀
、
從
諫
弗
咈
、
先
民
時
若
」
と
あ
り
、
孔
安
国
伝
に
「
言
湯
始
修
爲
人
綱
紀
、

有
過
則
改
」
と
あ
る
。「
方
域
」
と
は
地
方
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
空
間
概
念
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
　

⑤
變
通
以
趨
乎
時
者
也
…
『
周
易
』
繋
辞
伝
下
に
「
吉
凶
悔
吝
者
、
生
乎
動
者
也
。
剛
柔
者
、
立
本
者
也
。
變
通
者
、
趨
時
者
也
」
と
あ
る
の

を
踏
ま
え
る
。
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⑥
治
典
…
国
を
治
め
る
た
め
の
大
網
の
こ
と
。『
周
禮
』
天
官
・
大
宰
に
「
大
宰
之
職
掌
、
建
邦
之
六
典
、
以
佐
王
治
邦
。
一
曰
治
典
、
以
經

邦
國
、
以
治
官
府
、
以
紀
萬
民
」
と
あ
る
。
　

⑦
纂
諸
儒
傳
、
経
生
・
訓
詁
・
文
詞
・
筆
札
次
之
…
『
歴
代
史
纂
左
編
』
の
目
次
上
に
お
け
る
儒
伝
の
内
訳
は
、「
道
学
・
伝
経
・
史
・
文
・
詞
・

字
」
で
あ
る
。
　

⑧
隠
逸
所
以
風
世
…「
隠
逸
」は
隠
者
の
こ
と
。
正
史
に
お
け
る
立
伝
は『
宋
書
』に
始
ま
る
。「
風
世
」は
世
俗
を
教
化
す
る
こ
と
を
指
す
。『
毛

詩
』
大
序
に
「
風
之
始
也
。
所
以
風
天
下
而
正
夫
婦
也
。
故
用
之
郷
人
焉
、
用
之
邦
國
焉
。
風
、
風
也
、
教
也
。
風
以
動
之
、
教
以
化
之
」

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
　

⑨
方
技
所
以
備
物
…
本
稿
で
は
「
方
技
は
で
き
ご
と
に
備
え
る
た
め
の
も
の
」
と
訳
し
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

よ
く
分
か
ら
な
い
。「
方
技
」
は
医
術
や
養
生
に
関
す
る
技
術
の
こ
と
。『
漢
書
』
藝
文
志
に
よ
れ
ば
、
劉
向
が
『
別
録
』
を
編
纂
す
る
際
に
、

医
薬
に
関
す
る
「
方
技
」
を
侍
医
で
あ
る
李
柱
国
に
校
定
さ
せ
、『
別
録
』
の
後
を
継
ぐ
劉
歆
『
七
略
』
で
は
、
分
類
の
一
つ
と
し
て
「
方

技
略
」
が
立
て
ら
れ
た
。『
七
略
』
を
承
け
る
『
漢
書
』
藝
文
志
で
は
、
医
経
（
鍼
灸
）・
経
方
（
医
薬
）・
房
中
（
房
中
術
）・
神
僊
（
神
仙
）

の
四
種
を
「
方
技
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、『
歴
代
史
纂
左
編
』
巻
一
三
二
〜
一
三
四
に
か
け
て
採
録
す
る
「
方
技
」
類
に
は
、
そ
の
下

位
分
類
と
し
て
「
天
文
」「
暦
法
」「
雑
占
」「
星
命
」「
易
数
」「
占
夢
」「
相
術
」「
声
律
」「
医
」「
画
」「
巧
匠
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
「
方
技
」
の
指
す
内
容
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
中
の
そ
れ
よ
り
は
、
む
し
ろ
『
三
国
志
』
魏
書
や
両
『
唐
書
』
の
「
方
技
伝
」
が
採
録

す
る
も
の
に
近
い
。

「
備
物
」
は
、『
周
易
』
繋
辞
伝
上
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
四
年
の
伝
文
に
見
え
る
言
葉
で
、そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
具
象
的
・
有
形
的
な
「
物
」

を
備
え
る
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
物
」
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
き
、
そ
れ
が
「
方
技
」
と
い
か
に
関
連
す
る
か
は
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よ
く
分
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
王
畿
の
手
に
な
る
方
技
類
の
「
凡
例
」
を
【
参
考
資
料
】
②
と
し
て
後
掲
し
て
、
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
　

⑩
至
賾
而
不
可
惡
也
…
『
周
易
』
繋
辞
伝
上
の
次
の
表
現
を
踏
ま
え
る
。
　

聖
人
有
以
見
天
下
之
賾
、
而
擬
諸
其
形
容
、
象
其
物
宜
、
是
故
謂
之
象
。
聖
人
有
以
見
天
下
之
動
、
而
觀
其
會
通
、
以
行
其
典
禮
、
繫
辭

焉
以
斷
其
吉
凶
、
是
故
謂
之
爻
。
言
天
下
之
至
賾
而
不
可
惡
也
、
言
天
下
至
動
而
不
可
亂
也
〔
本
義
：
賾
、
雜
亂
也
〕。
　

⑪
『
紀
事
本
末
』
…
『
通
鑑
紀
事
本
末
』
の
こ
と
。
南
宋
の
袁
樞
撰
、
四
十
二
巻
。
司
馬
光
の
手
に
な
る
編
年
体
の
歴
史
書
『
資
治
通
鑑
』
を
、

歴
史
的
事
象
ご
と
に
再
編
成
し
、
そ
の
顛
末
を
記
し
た
も
の
。
王
畿
の
い
う
「
監
版
舊
有
『
紀
事
本
末
』」
と
は
、
南
宋
・
宝
祐
五
年
刻
、
元
・

明
遞
修
本
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
該
書
は
明
初
に
は
南
京
の
国
子
監
に
あ
り
、
そ
こ
で
補
修
さ
れ
た
上
で
印
行
さ
れ
た
。
　

⑫
指
諸
掌
…
な
に
か
を
な
す
こ
と
が
、
明
白
か
つ
容
易
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
論
語
』
八
佾
篇
に
「
或
問
禘
之
説
。
子
曰
、『
不
知
也
。
知
其

説
者
之
於
天
下
也
、
其
如
示
諸
斯
乎
』。
指
其
掌
」
と
あ
り
、
朱
注
に
、「『
指
其
掌
』、
弟
子
記
夫
子
言
此
而
自
指
其
掌
、
言
其
明
且
易
也
」

と
あ
る
。
　

⑬
書
契
之
不
能
還
於
結
繩
…
『
周
易
』
繋
辞
伝
下
「
上
古
結
繩
而
治
、
後
世
聖
人
易
之
以
書
契
、
百
官
以
治
、
萬
民
以
察
」。
　

⑭
念
菴
子
…
羅
洪
先
（
一
五
〇
四
〜
一
五
六
四
）
の
こ
と
。
字
は
達
夫
、
号
は
念
庵
、
江
西
省
吉
水
の
人
。
嘉
靖
八
年
の
進
士
、
官
は
経
筵
講
官

に
至
る
。
羅
洪
先
は
陽
明
後
学
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
が
、
王
守
仁
在
世
中
に
直
接
会
っ
た
こ
と
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
私
淑
の
弟
子
で
あ
る
。

し
か
し
守
仁
没
後
に
、
王
門
の
銭
徳
洪
・
王
畿
を
証
人
と
し
て
弟
子
の
礼
を
と
り
、「
門
人
」
と
称
す
。
そ
の
思
想
内
容
は
、
聶
豹
と
と
も

に
い
わ
ゆ
る
良
知
帰
寂
派
に
数
え
ら
れ
、
良
知
現
成
派
が
工
夫
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
反
対
し
て
、「
未
発
」
の
心
体
を
確
立
す
べ

き
こ
と
を
説
い
た
。
多
く
の
王
門
人
士
と
交
わ
り
、
王
畿
と
の
交
友
は
、
洪
先
の
資
料
で
は
「
冬
遊
記
」「
夏
遊
記
」「
甲
寅
夏
遊
記
」
に
、
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王
畿
の
資
料
で
は
「
松
原
晤
語
」
な
ど
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
　

⑮
今
督
撫
梅
林
公
…
胡
宗
憲
（
一
五
一
二
〜
一
五
六
五
）
の
こ
と
。
字
は
汝
貞
、
績
渓
（
安
徽
省
）
の
人
、
号
は
梅
林
。
嘉
靖
十
七
（
一
五
三
八
）

年
の
進
士
。
山
東
益
都
知
事
、
浙
江
余
姚
知
事
、
宣
大
巡
按
御
史
を
経
て
、
嘉
靖
三
十
二
年
に
浙
江
巡
按
御
史
。『
明
史
』
巻
二
〇
五
に
伝

が
あ
る
。
な
お
、
胡
宗
憲
と
陽
明
後
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
重
刻
陽
明
先
生
文
録
後
序
訳
注
」
の
注
⑦
を
参
照
。
　

⑯
予
與
荊
川
子
久
處
山
中
…
荊
川
は
、
嘉
靖
二
十
一
（
一
五
四
二
）
年
三
十
六
歳
の
と
き
に
江
蘇
省
宜
興
に
あ
る
陽
羨
山
に
隠
居
し
た
。
王
畿

も
ま
た
嘉
靖
二
十
四
（
一
五
四
五
）
年
に
官
職
を
辞
し
て
い
る
か
ら
、「
處
山
中
」
と
は
二
人
の
隠
居
が
重
な
る
こ
の
時
期
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
　

⑰
其
筆
削
去
取
之
故
…
「
筆
削
」
と
は
、
通
常
は
歴
史
の
著
作
物
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
書
く
べ
き
こ
と
と
削
る
べ
き
こ
と
の
意
味
。『
史
記
』

孔
子
世
家
に
「
至
於
爲
春
秋
、
筆
則
筆
、
削
則
削
、
子
夏
之
徒
不
能
贊
一
辭
」
と
あ
る
。
　

⑱
毎
類
詮
繋
数
語
、
發
以
見
例
…
『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
に
収
録
さ
れ
る
本
序
文
は
、
注
の
①
に
記
し
た
よ
う
に
、
も
と
は
『
歴
代
史
纂
左
編
』

に
「
歴
代
史
纂
左
編
凡
例
并
引
」
と
し
て
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
序
文
の
後
に
、
王
畿
の
手
に
な
る
「
凡
例
」
が
続
い
て
い
る
。

⑲
王
子
世
新
・
左
子
升
甫
…
い
ず
れ
も
唐
順
之
の
門
人
。『
歴
代
史
纂
左
編
』
巻
首
に
は
、校
訂
者
と
し
て
「
門
生
宜
興
王
革
／
武
進
左
烝
校
正
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
唐
順
之
の
弟
子
に
つ
い
て
は
、唐
順
之
の
十
四
世
の
子
孫
で
あ
る
唐
鼎
元
が
一
九
四
八
年
に
著
し
た
『
唐
荊
川
弟
子
考
』

を
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
訳
者
は
未
見
。
今
、
該
書
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
張
慧
瓊
『
唐
順
之
研
究
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に

よ
れ
ば
、
王
革
（
一
五
一
二
〜
一
五
九
四
）、
諱
は
升
、
字
は
世
新
、
宜
興
の
人
、
革
は
初
名
で
あ
る
。
非
常
に
博
学
で
、
と
り
わ
け
歴
史
に

詳
し
か
っ
た
と
い
う
。
左
烝
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
唐
順
之
の
行
状
を
記
し
た
洪
朝
選
（
一
五
一
六
〜
一
五
八
二
）
が
そ

の
行
状
の
な
か
で
、「
妹
壻
上
舍
左
君
烝
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
唐
順
之
の
妹
の
夫
に
あ
た
る
人
物
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
歴
代
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史
纂
左
編
』
に
附
さ
れ
る
胡
松
の
後
序
に
よ
れ
ば
、
該
書
の
校
正
に
は
こ
の
二
人
の
ほ
か
に
、
国
子
監
の
学
生
で
あ
っ
た
趙
国
賢
と
い
う
人

物
が
携
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　

⑳
入
室
…
学
問
や
技
藝
な
ど
の
レ
ベ
ル
が
高
い
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
て
い
る
こ
と
。『
論
語
』
先
進
篇
に
「
由
也
升
堂
矣
、
未
入
于
室
也
」
と

あ
る
の
に
基
づ
く
。

㉑
若
夫
神
而
明
之
…
『
周
易
』
繋
辞
伝
上
「
極
天
下
之
賾
者
存
乎
卦
、
鼓
天
下
之
動
者
存
乎
辭
、
化
而
裁
之
存
乎
變
、
推
而
行
之
存
乎
通
、
神

而
明
之
存
乎
其
人
、
默
而
成
之
、
不
言
而
信
、
存
乎
德
行
」
を
踏
ま
え
る
。
　

【
参
考
資
料
】　

①
唐
順
之
「
左
編
附
序
」（『
重
刊
荊
川
先
生
文
集
』
巻
十
）　

　
左
編
者
為
治
法
而
纂
也
。
非
關
於
治
者
、
勿
録
也
。
關
於
治
者
、
則
妃
后
・
外
戚
・
儲
・
宗
・
宦
・
倖
・
奸
・
簒
・
方
鎮
・
夷
狄
・
草
莽
之

亂
、
而
總
之
將
與
相
、
而
總
之
君
、
亦
云
備
矣
。
然
周
官
治
典
所
職
曰
師
曰
儒
、
師
・
儒
何
與
於
治
典
也
。
君
與
相
與
將
行
之
、
師
儒
講
而
明

之
。
故
云
「
師
道
立
則
善
人
多
、
而
朝
廷
正
」。
言
師
儒
之
係
乎
治
者
重
也
。
故
纂
前
史
儒
林
・
道
學
諸
傳
、
為
諸
儒
傳
。
經
生
・
訓
詁
・
文
詞
・

筆
箚
、
儒
之
別
也
。
故
次
之
諸
儒
之
後
。
隱
士
不
事
王
侯
而
志
可
則
、
深
處
岩
壑
、
而
龍
光
於
朝
、
英
主
亦
往
往
尊
禮
。
其
人
以
風
世
、
所
謂

以
無
用
為
用
也
。
故
纂
隱
逸
傳
。
至
於
前
史
有
方
技
傳
、
蓋
巫
史
・
宗
祝
、
所
以
左
右
人
君
、
而
星
歷
・
醫
藥
・
百
工
、
皆
有
國
者
之
不
可
缺
。

以
漢
一
時
、
論
之
東
方
之
詼
諧
・
滑
稽
、
而
要
之
引
君
於
正
。
丘
子
明
之
卜
・
毛
延
壽
之
畫
與
巫
蠱
之
禍
、
則
其
為
奸
不
可
窮
詰
。
其
人
所
係

殆
若
此
。
故
纂
方
技
傳
。
三
代
而
下
、
儒
術
與
二
氏
相
盛
衰
、
亦
世
道
之
變
也
。
馬
遷
傳
老
子
、
范
史
始
紀
西
域
沙
門
。
夫
二
氏
之
書
、
各
五

千
餘
卷
、
其
説
侈
矣
、
則
其
人
宜
不
可
以
無
紀
也
。
且
以
觀
儒
術
之
盛
衰
焉
、
纂
二
氏
傳
而
總
之
為
左
編
附
云
。
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②
王
畿
、
方
技
類
「
凡
例
」　

　
荊
川
子
意
、
若
曰
『
易
』
不
云
乎
「
言
天
下
之
至
賾
而
不
可
惡
也
」。
曽
子
論
道
之
所
貴
者
三
而
歸
籩
豆
於
有
司
、
以
反
本
也
。
説
者
猶
以

爲
析
道
器
而
二
之
。
荘
生
云
「
道
在
稊
稗
、
在
瓦
礫
、
在
尿
」。
溺
其
説
靡
矣
。
儒
者
顧
有
取
焉
、
以
爲
可
以
語
道
器
之
不
二
也
、
語
理
而
盡

於
六
經
、
語
治
而
盡
於
六
官
、
蔑
以
加
之
矣
。
然
而
諸
子
百
家
之
異
説
、
農
圃
・
工
買
・
醫
卜
・
堪
輿
・
占
氣
・
星
暦
・
方
技
之
小
道
、
與
夫

六
藝
之
節
脉
碎
細
、
皆
儒
者
所
宜
究
其
説
而
折
衷
之
、
未
可
以
爲
賾
而
惡
之
也
。
善
學
者
由
之
以
蓄
徳
、
不
善
學
者
因
之
以
溺
心
、
則
繁
乎
所

趨
而
已
。
史
家
有
諸
志
、
以
爲
語
理
而
不
盡
六
經
、
語
治
而
不
盡
於
六
官
也
。
故
纂
方
技
傳
。
　

（
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
　
山
路
　
裕
）




